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時間外届出業務の概要

◼ 税関官署の開庁時間外に申告・申請や、外国貨物の積卸を行なう場合は、あらかじめ税関官署
に届出をしておく必要があります。
これらの税関官署への届出は、ＮＡＣＣＳからでも可能です。

◼ ＯＳＡ、ＯＳＥ及びＯＶＳ業務は、無料業務になります。
しかし時間外執務要請延長届の呼出し業務であるＯＳＥ１１業務と、照会業務である
ＩＯＳ業務は有料業務になります。（Ａプラン：８円／件、Ｂプラン：１０円／件）
※ＯＶＳ業務の照会業務はありません。
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開庁時間外事務の執務の求め
（関税法第98条、関税法施行令第87条）

開庁時間外の貨物の積卸し
（関税法第19条、関税法施行令第17条）

提出先 税関官署

（通関、保税、監視、別送品担当）

税関官署
（監視担当）

対象 各種申告、申請 船舶、航空機への貨物の積卸

提出者 申告、申請を行なう者 貨物の積卸を行なう者

業務 ＯＳＡ（時間外執務要請届）

ＯＳＥ（時間外執務要請延長届）
ＯＶＳ（時間外貨物積卸届）



時間外執務要請届の概要

◼ 届出種別が「A」、「B」、「C」又は 「D」 の場合

◼ 審査区分が簡易審査扱い（区分１）となった場合には、許可・承認となり、書類審査扱い（区分２）又は検
査扱い（区分３）となった場合には、審査・検査が行われます。

◼ 届出種別が「E」又は「F」 の場合

◼ 審査区分が簡易審査扱い（区分１）となった場合には、許可・承認となり、書類審査扱い（区分２）又は検
査扱い（区分３）となった場合には、審査・検査は税関官署の翌開庁日以降に行われます。

4

届出種別
A ： 通関
及び
E： 通関 （２４時間提出可能）

B ： 保税 C ： 監視

D ： 別送品
及び
F： 別送品
（２４時間提出可能）

輸入申告 保税運送申告 内国貨物運送申告 別送品輸出申告

輸入（引取）、蔵出輸入（引取）申告 包括保税運送申告 保税運送申告（仮陸揚貨物）

蔵出、移出、総保出輸入申告 積コンテナリスト提出

蔵入、移入、総保入承認申請 卸コンテナリスト提出

展示等申告

輸入マニフェスト通関申告

輸出申告

特定輸出申告

積戻し申告

展示等積戻し申告

輸出マニフェスト通関申告

輸出取止め再輸入申告

【届出種別】

※ 届出には、申告・申請後の訂正や、許可・承認後の訂正、運送期間の延長も含みます。



時間外執務要請届の概要

◼ 届出種別が「A」、「B」、「C」又は 「D」の場合

① 開庁時間内に業務を行う必要があります（閉庁後に届出を行うことは出来ません）。
ＯＳＡ業務は、業務実施直後の閉庁日時から翌開庁日時までの時間帯での届出が可能です。

◼ 届出種別が「E」又は「F」 の場合

② 開庁時間内に業務を行う場合：
ＯＳＡ業務は、業務実施直後の閉庁日時から翌開庁日時までの時間帯での届出が可能です。

③ 開庁時間外に業務を行う場合：
ＯＳＡ業務は、業務実施直前の閉庁日時から翌開庁日時までの時間帯での届出が可能です。
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【届出条件】

1

２
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時間外執務要請届（OSA）

◼ 届出種別コード「A」と「E」又は「D」と「F」の組み合わせで、事務の執行を求める日及び時間帯が重複する届出
を行う場合には、入力した届出種別コードに対する輸出入申告であることを確認するため、輸出入申告等の際、
記事欄に届出種別コードを入力してください。

◼ ＯＳＡ業務で入力～送信後に確認書は出力されません。よって確認はＩＯＳ業務で行ないます。
またＯＳＡの訂正、取消し業務はありません。
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•「A：通関」および「E：通関（２４時間提出可能）」

の入力方法

•「B：保税」「C：監視」「D：別送品」および
「F：別送品（２４時間提出可能）」の入力方法

届出種別が
「A：通関」および「E：通関(24時間提出可能) 」
の場合は、申請先部門コードと申告件数を
入力します。

（件数が無い時は、0（ゼロ）を入力。）

届出種別が
「B：保税」、「C：監視」、「D:別送品」および
「F:別送品(24時間提出可能)」の場合は、
青囲みの部分のみ入力します。
（申告件数は入力しません。）

【留意事項】



時間外執務要請延長届の概要

◼ 当初届出種別が「A」、「B」、「C」又は 「D」 の場合

① 税関の開庁時間内または届出時間帯：「時間外執務要請延長届（ＯＳＥ）」業務にて行う。

② 税関の開庁時間外または届出時間経過後：税関に依頼し「時間外執務要請届結果登録（ＯＳＤ）」業務で
登録してもらう。

◼ 当初届出種別が「E」又は「F」 の場合

① 届出時間帯前：「時間外執務要請延長届（ＯＳＥ）」業務にて行う。

② 届出時間経過後：ＯＳＡ業務にて届出種別「Ｅ」または「Ｆ」で新規に届出を行う。
または、税関に依頼し「時間外執務要請届結果登録（ＯＳＤ） 」業務で登録してもらう。
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【届出条件】



時間外執務要請延長届（OSE）

◼ ＯＳＥ業務は、当初届出種別により
業務実施可能時間帯が異なります。
（前項の「時間外執務要請延長届
の概要」を参照）
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OSE11
（呼出）

OSE
（登録）

「A：通関」および「E：通関(24時間提出可能) 」の
場合で、申告件数の追加、変更も可能です。

延長日時を入力します。
区分 コード

通関 A

保税 B

監視 C

別送品 D

通関（24時間提出可能） E

別送品（24時間提出可能） F



時間外執務要請届照会（IOS）

◼ ＯＳＡ業務で登録した内容を照会
するための業務です。

◼ ＯＳＡ業務では確認書が出力され
ないため、この照会業務で内容を
確認します。
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IOS
（登録）

IOS
照会結果

「届出種別」＋「届出者」、又は
「届出番号」のいずれかを入力する

区分 コード

通関 A

保税 B

監視 C

別送品 D

通関（24時間提出可能） E

別送品（24時間提出可能） F

＜時間外執務要請届情報詳細照会＞

「時間外執務要請届内容照会情報 A」の出力例

*届出番号（時間外執務要請届受理番号）を入力して
照会した場合

＜時間外執務要請届一覧照会＞

「時間外執務要請届内容照会情報 B」の出力例

*届出者及び届出種別をもとに情報を抽出する。

（1回で抽出する要請届情報は最大100件とし、100件を
超える場合は照会情報を再送して次の100件を照会
する）



時間外貨物積卸届の概要

◼ ＯＶＳ業務（海上貨物）では「同一届出者」、「同一届出時間帯」、「同一船舶コード」で二重届出
チェックがあります。（既に登録されていないかどうか。）

例）届出者：１１ＮＡＣ

届出時間帯：２０１０／１０／１５ ２０：００～２０１０／１０／１６ ０８：００

船舶コード：ＡＢＣＤ（ＡＢＣ ＭＡＲＵ）

この条件で船積（ＬＤ）を届出済み。

→品名が異なるものを、再度船積（ＬＤ）することは出来ません。

届出者、時間帯が異なれば可能です。

また、届出がされていない船卸（ＵＤ）を届け出ることは可能です。

◼ この対応として、同一事業所内に複数の業種があれば、他の業種でログオンして届出を行なうこ
とはシステム的に可能です。ただし届出の可否については、税関に相談願います。
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これから届出をしようとするもの。
船積（ＬＤ） 船卸（ＵＤ） 積卸（ＬＵ）

既に届出済みのもの。
船積（ＬＤ） × ○ ×
船卸（ＵＤ） ○ × ×
積卸（ＬＵ） ○ ○ ×

○：届出可能
×：届出不可能



時間外貨物積卸届（OVS）
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◼ ＯＶＳ業務で入力・送信後、『開庁時間外貨物
積卸届出確認書』が出力されます。
（出力情報コード：ＳＡＢ００１０）
ＯＶＳ業務の照会業務は無いため、この確認書
で内容を確認します。

◼ ＯＶＳ業務は、開庁時間外でも届出が可能です。

◼ ＯＶＳ業務の訂正、取消し業務はありません。

OVS
（登録）

確認書
出力

※二重届出チェック有り※


